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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市しんいち歴史民俗博物館協議会 

設置根拠 福山市しんいち歴史民俗博物館条例 

設置目的 
博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に

対して意見を述べる機関とする。 

設置年月日 ２００３年（平成１５年）２月３日 

委員数 １０人以内 

公開・非公開の別 
■ 公開 

□ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 
  

庶務担当課 
文化振興課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１１１７ 

備考 
 協議内容によっては、福山市情報公開条例第６条第１項

第５号において、非公開となる場合があります。 

 


